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１．審査案件 
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（午前９時５９分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は南野委員

を指名します。 

 昨日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。藤浦委員の３回目の質疑か

らです。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ３回目になりますが、質

問させていただきます。 

 まず１番目、人事管理事業、人事評価に

ついてでございます。昨日、面談をされて

いるとのことで答弁がありましたが、私も

非常に大事だと注目しているわけでござ

います。そして基本的にはモチベーション

を上げるための人事評価だと思っており

ますので、そういう思いでやっていただい

ていると思います。この面談について、面

談マニュアルが策定されているというこ

とでございますので、それはどういうもの

なのか、聞いておきたいと思います。 

 ２番目の人事管理事業、同じく給与の話

でございます。職員の給与について、若年

層はどんどん上がっており、一定の年齢層

に行くとカーブが緩やかになるとのこと

でした。しばらく続くだろうと思いますし、

適切に対応していただきたいと思います。 

 また、今年も人事院勧告により増額改定

され、これを受けて公務員の給与を上げて

いくことは、適切な対応だと思っておりま

す。 

 そこで、課長級や部長級の管理職手当に

ついてです。これは、北摂各市で随分と差

が出ているとのことで、モチベーションに

も関わるので引き上げた経緯があります

が、いつ頃に引き上げたのか。現在は北摂

各市で比べるとどのような位置づけにな

っているのか、摂津市の管理職手当につい

て教えてください。 

 次に３番目についてでございます。職員

の採用です。これは今後もしっかりと取組

を進めながら、摂津市の魅力が高まるよう

な取組と併せて、摂津市でぜひ働きたいと

いう人を集めてくる、よりよい人材を求め

ていくことは、大事なことだと思います。 

 一番あかんのは、給与を削るとか、そう

いうことをすると人材が集まらない現象

が出てくると思います。 

 大阪府は以前、一律給与をカットすると

いうことがありましたけれども、そういう

ことは基本的にやってはならないと思い

ます。いい人材を集めて、採用された人た

ちがだんだんと年数を重ねて、中堅とか中

心的な立場になってきたときには差が出

てくると思います。だからじわじわとそう

いうことも、いい面でも悪い面でもボディ

ーブローのように効いてくることになる

と思います。そういう意味では、今後も方

針をずっと定めていただいて、よりよい人

材を集めていただきたいとお願いしてお

きます。これは要望です。 

 ４番目、これは後でもう一回、総括的に

言いますけれども、摂津市職員育成・行動

基本計画です。 

 過去に大きな事件があったと、以前に兵

庫県知事の関係などでも話題になりまし

たが、公益通報制度が兵庫県ではなかった

ということでした。本市ではありまして、

この決算資料にも、公益通報者保護法に基

づく内部通報制度の委託料が載っており

ます。どういう制度にされているかについ

て、聞いておきたいと思います。 

 次に５番目、能力開発についてはいろい

ろとお答えいただいてありがとうござい

ます。１０年間で３部署ということについ
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ても、いろいろ検討していくとのことでし

た。これは検討していただきたいです。全

部の部署とは言いませんが、この部署は長

くしたほうがいいというところがあると

思います。一律ではなくて部署ごとで考え

ていただきたい。本来の目的は職員の適性

をしっかりと把握することです。市民に向

けての行政サービスなので、この部署は市

民サービス上で変えないほうがいいとい

うことは、絶対にあると思います。特に防

災危機管理課などは、長くやっていただく

ほうがいいと思っております。その辺も検

討した上で、対応していただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 それから６番目の第４次摂津市特定事

業主行動計画です。これは第５次がスター

トしておりますけれども、それぞれ目標値

が上がっています。それでハードルがさら

に上がっています。 

 例えば、採用職員の女性割合が４０％か

ら今度は５０％に引き上がっていますの

で、さらに頑張っていかないといけません。 

 管理的地位に占める割合は、変わらず２

５％で、達成できていないところですが、

これはなかなか難しい。女性の職員が多く

ならないと、難しいということにもつなが

ってきます。またワーク・ライフ・バラン

スや働き方の改革も大事だと思います。 

 男性の育児休暇取得率は８５％に引き

上がっています。これはしっかりと達成を

目指して取り組んでいただきたい。また確

認させていただきたいと思います。よろし

くお願いします。これは要望です。 

 ７番目、職員厚生事業についてです。 

 ちゃんとやっていると思いますが、透明

化することも大事だと思いますので、これ

もきちんと遂行していただくということ

で要望しておきます。 

 ８番目、広報板です。令和６年度では９

台を修繕し、８台は撤去したとのことでご

ざいました。地域によっては必要ないとこ

ろもあると思います。 

 一昨年、私はわけがあって全部の広報板

に貼りものをして回ったことがあります

が、安威川南部の広報板は結構傷んでいる

ものが多いと感じました。とにかく地域の

意見をしっかりと聴いていただいて、丁寧

な対応をお願いしたい。修繕、撤去におい

てもこれは丁寧にとお願いして、要望とし

ておきます。 

 それから１１番目です。鳥飼まちづくり

グランドデザインの関連について、もう少

し聞いておきたいのですが、１点は鳥飼地

域での少子高齢化があります。これを踏ま

えた検討をどう行っていくかと、それから

災害面、これは大きな問題です。水没して

しまうという地域でもありますし、災害面

からもどんな検討を加えていくかについ

て聞いておきたいと思います。 

 １３番目、固定資産評価審査委員会です。 

 令和９年度に評価替えがあるとのこと

でございますので、しっかりと対応してい

ただくことでお願いしておきます。 

 次は１４番目、摂津市男女共同参画推進

審議会です。体制を取っていただきながら、

ウィズプランの推進に全力で取り組んで

いただいていると思いますので、今後も引

き続きしっかり取り組んでください。また

質問させていただきますので、要望としま

す。 

 次に消防関係です。１５番目の住宅用火

災警報器です。この設置についても、しっ

かりと取り組んでいただきたいというこ

とで、要望としておきます。 

 次に１６番目、指令・通信事業です。 

 非常に御苦労があって、頑張っていただ
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いていることは分かっていますし、災害に

対しましては様々にしっかりと訓練しな

がら備えていただいていることも分かっ

ています。引き続き、しっかり取り組んで

いただきたいので、お願いしておきます。 

 その上で少し気になっているのは、北摂

地域の中で共同運用に参加していないの

は茨木市と高槻市です。単独でやられてい

ますけれども、やがては一緒にやったほう

がいいのにと思ったりもするわけですが、

統合についての動きなどがあるのかない

のか、聞いておきたいと思います。 

 次に、１９番目、普通救命講習です。非

常に評価する取組でありましたので、しっ

かり継続して取り組んでいただきたいと

いうことを、これも要望といたします。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります３点

の御質問にお答えいたします。 

 まず質問番号１番、人事評価における面

談についてでございます。 

 人事評価で重要なことは、評価者と被評

価者が１対１でフィードバックの面談を

する、目標をしっかりと立てる面談をする、

そこでの人材育成、モチベーションアップ

でございます。 

 面談マニュアルでは、この目標における

期首の面談、フィードバックの期末の面談、

あと状況に合わせて期中面談について記

載してございます。 

 例えば期末面談では、目標の達成状況を

含めた業務全般を振り返って、能力評価及

び業績評価を実施するとともに人材育成

の場となるように、評価結果を伝達するだ

けではなくて今後の成長につながるよう

な助言、指導を行うことが必要で、来期に

向けた指導、助言、意見交換を行うととも

に、その具体的な内容を記載しております。 

 いずれにいたしましても、重要なのはコ

ミュニケーションです。助言を行う、日常

的な業務上の対話のほか、例えば期中にお

きましても評価者は途中段階で計画どお

りに進んでいないものがあれば、そのこと

について指導、助言を行うなどに努めるこ

とになります。 

 続きまして質問番号２番、管理職手当に

関することでございます。 

 まず、現在の管理職手当の額となりまし

たのは、管理職におけるライン職とスタッ

フ職に区分して、併せてその額を改正した

のが平成２０年度からでございます。 

 北摂各市との比較であります。部長級、

次長級、課長級ともに北摂平均と比較しま

すと、おおよそ１万３，０００円ほど下回

っていますが、大阪府全体と比較しますと

その差は５，０００円ほどとなります。 

 最後に質問番号４番、公益通報に係る御

質問であったかと思います。 

 公益通報者保護法の施行に関して、市職

員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保

持に関する通報等を適切に処理し、また通

報者の保護を図るとともに、市政運営にお

ける適正の確保に資することを目的とし

て、平成１８年４月１日に摂津市公益通報

の処理に関する規則を施行しております。 

 受付につきましてはメール、電話、ファ

クスなどでございまして、事務局は人事課

となります。 

 令和４年１０月１日からは通報窓口の

受付として、内部窓口以外に公益通報対応

業務担当弁護士の通報窓口で受付ができ

る体制をつくっております。 

 なお、令和６年度の通報件数はゼロ件で

ございました。 
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 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 １１番目の３回

目に係る２点の質問にお答えします。 

 まず１点目、少子高齢化を踏まえて鳥飼

東小学校跡地活用をどのように検討して

いくのかについての御質問にお答えいた

します。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインは、誰

もが安全・安心に過ごし、にぎわいと暮ら

しやすさが調和したまちを目指して作成

されており、その実現に向けて検討を行っ

ていく必要があると考えております。 

 ２月に行ったワークショップでは、跡地

活用の方向性として市内外から人が集ま

る場所にしたいとの共通認識に至ってお

ります。鳥飼地域の活性化に向けては、鳥

飼東小学校の跡地を市内外から人が集ま

る場所となるためにはどのように活用し

ていくのがよいのかと、鳥飼東小学校の跡

地を、鳥飼地域の未来の拠点とするための

将来像を市民の皆様と行政が一緒に考え

ていきたいと考えております。 

 ２点目、鳥飼東小学校跡地の災害面から

の検討についての御質問にお答えいたし

ます。 

 鳥飼東小学校は災害時の避難所として

の役割を担ってきております。そうした点

も踏まえ、跡地で確保すべき機能を精査し

つつ、地域の皆様とともに利活用の方向性

を検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 林副理事。 

○林消防本部副理事 質問番号１６番、指

令・通信事業に係ります３回目の質問にお

答えいたします。 

 令和７年１０月７日に、高槻市が島本町

と共同で司令業務を開始されまして、指令

システムも全部更新されたところであり

ますことから、高槻市、島本町については

今すぐには次のステップへの移行はない

ものと思われます。 

 茨木市におきましては、次の指令システ

ム更新のタイミングで検討するというお

話を伺っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 逆から行きます。 

 共同運用で、茨木市は検討しているとの

ことでございました。できれば一緒にでき

る方向が望ましいと思っておりますけれ

ども、適宜に対応していただくことでお願

いしておきたいと思います。また時々聞か

せてください。 

 それから鳥飼まちづくりグランドデザ

インについてでございます。現在、鳥飼地

域のまちづくりに興味を持って、一緒にま

ちづくりを進めていこうというコミュニ

ティーの形成を進められていると思いま

す。こういうことは一過性ではなく、コミ

ュニティーの参加者が継続的なつながり

を持って、この取組を進めていくことが大

事だと思います。これは相当に根気が要り

ます。だから根気強くぜひ取り組んでいた

だきたいとお願いしておきます。要望とし

ます。 

 次に、公益通報制度については分かりま

した、ありがとうございます。しっかりと

やっていただいているということで安心

しておきたいと思います。 

 そして管理職手当の話です。これは先ほ

ど御答弁いただきましたけれども、平成２

０年度に上げて以来、上がっていないとい

うことでございまして、１７年間も上がっ

ていないことになります。 

 平均で５，０００円から１万円の差があ



- 7 - 

 

るということでございました。例えば、課

長手当でありますと北摂７市中６番目で

下のほうです。部長手当も７市中で７番目

となってまして、最下位です。だから、そ

んなに高くはないけれども、５，０００円、

１万円のレベルであっても引上げを考え

てもいいのではないかと思います。 

 モチベーションの向上にもつながると

思います。その代わり仕事はしっかりやっ

てもらうという思いで、一度検討していた

だいたらいいのではないかと思いますの

で、よろしくお願いしておきます。 

 全般的な総括といたしまして、摂津市職

員育成・行動基本計画を変更するわけです

けれども、昨日も言われていました、職員

の人材育成は結構歴史があります。 

 最初は平成１８年に摂津市人材育成基

本方針をつくられたところから始まって

います。それでこのときも私は随分と本会

議で質問しました。なかなかできなくて、

２年ぐらいかけてできて、その後にそれに

基づくアクションプランができました。そ

れが摂津市人材育成実施計画です。第１期

がつくられまして、そしてそこからいろい

ろとやっておられます。 

 アクションプランはたくさんありまし

て、例えば業務執行の適正化推進に関する

基本方針や、その適正化に関するアクショ

ンプランなどです。例えば、摂津市職員Ｏ

ＪＴ実践マニュアルや、摂津市接遇マニュ

アルなど、いろんなものをつくられながら

職員の育成をしてこられました。 

 これだけマニュアル等がある理由は、ミ

スがあります。業務ミスがある度に、何と

かそれをなくそうということで、マニュア

ル等を作成します。これ以外にも例えばノ

ーミス運動というのがあったり、ＡＴＯＭ

Ｓ運動など、いろんなことをやりながら、

とにかくミスをなくそうということの取

組をしてこられました。 

 それで決定的だったのは、昨日も少し言

いましたけれども、三つの大きなミスがあ

り、そのうちの一つがテレビでも報道され

て、すごくお叱りを受けたわけです。これ

が、再発防止対策の原点だと思います。摂

津市職員育成・行動基本計画の中にもちゃ

んとそのことは書いてありますし、それを

受けているわけです。 

 ちなみに、第三者委員会の報告書を頂い

ていますが、その中に載っている三つの事

件について、一つは市民税の誤還付です。

市民税の算出で入力する職員が、１６５万

円ぐらいの還付となるところを、一桁間違

えて１，６５０万円ほど還付したというこ

とで問題になりました。 

 それからもう一つは課内でいろいろ集

めている親睦会費について、そのお金がな

くなったという話がありました。もう一つ

決定的なのは、市民に発行前のマイナンバ

ーカードを紛失してしまって、警察に本当

は通報しないといけなかったのが不適切

な対応になったということがありました。

それを第三者委員会に指摘されて、その中

では隠蔽体質と指摘される中で、これは再

発防止を徹底的にやらないといけないと

なり、再出発をしたと私は認識しています。 

 その中にはコンプライアンスに対する

基本方針を決めたり、摂津市人材育成基本

方針が改定されて、先ほどあったような摂

津市人材育成実施計画に当たりますけれ

ど、結局はミスを防ぐことが最大の理由で

あったと思います。なおかつミスが起こる

原因の中には、人が減らされていくことが

あるわけです。人が減ると業務がすごく大

変になってきて、みんなのレベルアップを

して、それでミスも出さずにしっかりやっ
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ていこうということになっていくと思い

ます。 

 それで当時、平成１８年度のときは７５

５名という職員体制であったのが、平成２

８年度には６２３名まで減らしたと、こう

いうことでありまして、行財政改革もあっ

て、人が多過ぎるということで減らしてき

た経過もあります。 

 それで今は落ち着いておりますけれど、

こういうミスがある中で再出発して、もう

７年がたちます。やはり風化していくんで

す。風化しないようにしっかりそのことを

受け止めて、忘れないようにやっていかな

いとあかんと思います。そういうことも踏

まえてこれはずっと私も注目しています

が、担当者の最終的なその心意気というか、

当時のことをよく御存じですから、総括的

なところで、最後に答弁を副市長からお願

いします。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 人事全般といいますか、職

員全般の御質問だったと思います。 

 私自身、職員の皆さんに日頃からお願い

しておりますのが、自分の力を最大限に発

揮していただきたいと、可能ならば自分の

力でやっている仕事を、それがもし１０と

いうことであれば１．０１倍ぐらい頑張っ

ていただきたい。２倍、３倍と頑張ります

と、人間は疲弊して倒れてしまいますので、

少し頑張る、少し今やっていることより範

囲を広げてお仕事していただく、そういう

意識を持っていただきたい。 

 その職員が１００人集まれば、１０１人

にもなるかも分からない。無理しない範囲

で最大限に頑張っていただきたい。 

 それでもう一つ、職員の皆さんにお願い

しておりますのは、事務ミスが上がってき

ますが、逆に言ったらミスを恐れずに仕事

をしてほしい、萎縮しないでいただきたい。

萎縮して自分の力が１０あるところ、ミス

を恐れるばかりに９．５とか９の仕事しか

しないことになれば市民サービスが低下

してしまいます。ミスは恐れず仕事をやっ

ていただく、萎縮せずに仕事をやっていた

だく、場合によってはミスが起こりますが、

すぐに報告する。それで大きなミスを起こ

さないために報告する。 

 管理職等々におかれては、ハインリッヒ

の法則にありますように、一つの大きなミ

スの中には３００件の小さなミスがある

とされ、その小さなミスを一つ一つなくし

ていく、その役目は管理監督の職員にある

ことであろうと思っております。 

 組織を運営していく様々な方程式もご

ざいますので、そのことも職員の皆さんに

周知しながら、この内容を徹底してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございます。

しっかりと職員の育成に取り組んでいた

だくことをお願いして、質問を終わります。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 質問をさせていただきま

すが、端的にしていきますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず市長公室分です。決算概要４６ペー

ジ、労働安全衛生事業です。 

 これは今までも継続して質問させてい

ただいておりますけれども、精神及び行動

の障害による３０日以上の病休取得者の

割合です。これが令和６年度は進捗管理に

よると３．４０％、令和５年度よりは若干

下がっていますが、令和７年度目標の１．

５％には到底及ばない状況です。 

 それで全国の状況を見ておりますと、総
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務省のホームページでは全国の市及び区

町村の平均が出ておりまして、これが１．

４％で、別の統計を見ますと従業員が５０

０人以上の大企業、ここにおける長期の病

休取得者が１．０２％です。 

 平均より高いと、これは従前から指摘さ

せていただいていますけれども、はっきり

言いますと、状況としては異常です。です

からここについて、まずは見解と分析をお

聞かせください。 

 二つ目です。同じく４６ページ、階層別

能力開発事業です。 

 まずは、令和６年度の取組についてお教

えください。 

 続きまして３番目、５６ページ、鳥飼ま

ちづくりグランドデザインです。 

 これも皆さんがいろいろと聞かれてお

ります。２月２８日に１回目のワークショ

ップが行われて、活用のアイデア出しがさ

れたことは承知いたしました。ただし、８

か月たって、１０月２７日のサウンディン

グ調査の話になってくると民間活用とい

う話が急に出てきました。このギャップに

ついて、アイデア出しのときは、あれをや

りたい、こんなことがあったらいい、あん

なことがあったらいいと、すごくいいこと

を言われています。ただ、現実としては、

民間活用をしますという話になって、集ま

った人たちは驚いてしまって、今度は全く

話が進まない状況になってきます。 

 例えば、全然別のジャンルですけれども、

今年は第１期摂津市こども計画が策定さ

れました。その前段で、去年、計画策定に

向けたワーキンググループの報告書を見

ていると、中身はすごくいいことがいっぱ

い書いてあります。できたらいいな、こん

なことがあったらいいなということがい

っぱい書いてあります。でも現実に落とし

込むと、なかなか難しい部分もある。これ

は予算的なものもありますし制約もあり

ます。 

 ただ、民間活用アイデアについて住民の

理解を得ようとしているところに、いきな

り民間活用というところで企業の話や意

見を持ってきてしまうのは、飛び過ぎでは

ないかと捉えています。ここは一回、住民

としっかりとすり合わせをされたほうが

いいのではないかと考えています。令和６

年度の取組から飛び過ぎたというところ

で、一回調整をしてほしいと要望しておき

ます。 

 それから５６ページ、４番目、淀川河川

防災ステーション等整備促進事業です。 

 令和６年度の取組状況として、いろいろ

と進捗状況も御説明いただきました。ただ

しこれも前段がありまして、令和５年３月

に、都市計画審議会で都市安全確保拠点整

備事業として都市計画決定を行っている

わけです。その都市安全確保拠点整備事業

の中で２か所ございまして、河川防災ステ

ーションの用地と、とりかいこども園です。

とりかいこども園はもう園舎が建って、今

月に議会で視察に行く話になっています。 

 河川防災ステーションは、令和７年度の

予算の中に隣地との連絡橋の予算、実施設

計の予算が取ってあったと思います。そこ

まで話は進んでいるけれども用地が全く

確保できない。２年半進んでいないことに

ついては、まちづくりとして非常に問題が

あるのではないかという捉え方もできる

ので、ここについては要望にしておきます。 

 最初は別の場所だった、皆さんは御存じ

だと思いますけれども、現鳥飼小学校の土

地が最初の候補地だったはずです。そこか

ら現在の用地のところが空くという話に

なって、そこに飛びついたんです。でも実
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際は空かないところがあるので、そこにつ

いてはしっかり吟味していただいて、交渉

にしっかり臨んでいただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

 ５番目、６０ページ、平和施策です。 

 令和６年度は６６０筆の署名がいただ

けたということです。令和４年度がロシア

によるウクライナへの侵攻が始まって、８

００筆を超える署名をいただいて、その翌

年が若干落ち込んだと。今回はまた６６０

筆をいただけたということですが、この要

因についてお教えください。 

 ６番目、同じく６０ページ、いじめ問題

再調査委員会です。 

 先日の質問でも出ていましたけれども、

これまで執行額ゼロ円でしたが、これがゼ

ロ円ではないということは、それだけ重大

な事態が起きたとの認識でいます。 

 これも要望にしておきますけれども、

重々気をつけていただきたいのは個人情

報の保護です。これだけは徹底してやって

いただきたいと思っています。加害者も被

害者も同様に、しっかりやっていただきた

いということで、これは要望にさせていた

だきます。 

 ７番目です。男女共同参画についてです。 

 進捗管理によりますと、性別による不利

益を感じたという人の割合が、令和４年が

８．１％、令和５年が５．９％、令和６年

が９．５％となっています。 

 若干上がったり下がったりはしている

のですが、この９．５％についてはどのよ

うな不利益として捉えられるのか、今の分

析をお聞かせ願えればと思っております。 

 ８番目です。同じく６０ページ、人権啓

発推進事業です。 

 令和６年度からインターネット上のモ

ニタリングを始めたとあります。このモニ

タリングの内容についてお聞かせくださ

い。 

 続いて９番目です。これは６２ページに

なります。女性問題相談事業です。 

 生活応援シートを配布していますが、そ

れはどのようなものか、まず１回目にお教

えください。 

 １０番目、６０ページに戻ります。人権

なんでも相談ですけれども、これが令和５

年度に比べると令和６年度が１３５件減

っております。 

 それで人権擁護相談の相談件数がゼロ

件ということで、ここについての分析をま

ずはお聞かせください。 

 続きまして１１番目、政策推進課です。 

 協定締結の数がいろいろと変動してい

るとのことですけれども、令和６年度の取

組についてお教えください。 

 続いて５６ページ、同じく政策推進課の

一般事務事業です。 

 パブリックコメントをやっていると思

いますけれども、まずはこのパブリックコ

メントの目的と意義について教えてくだ

さい。 

 それから１３番目です。５２ページの広

報課です。 

 広報事務ですけれども、これは進捗管理

のところを見ていますと、ＪＲ千里丘駅で

デジタルサイネージの検討を行ったとの

記載がございました。まずはこのデジタル

サイネージの検討内容について教えてく

ださい。 

 それから同じく広報課です。ホームペー

ジ事業です。進捗管理でホームページのレ

イアウト見直しと書かれています。これも

僕は従前から言わせていただいています

けれども、ホームページが平成なんだとい

うことです。そのレイアウトを変更すると



- 11 - 

 

いうことで、まずはそのロードマップを示

していただきたいと思っていますが、そこ

についてお考えがあればお教えください。 

 続きまして、ここから消防本部です。１

３８ページ、消防総務課、女性防火クラブ

支援事業です。 

 まずは令和６年度の取組についてお教

えください。 

 同じく１３８ページ、予防活動推進事業

です。 

 特定防火対象物１９９件中１２３件に

文書指導したと。それで５４件が改善され

て、６９件については改善されていないと

いうことで、進捗管理に記載がありました。

この要因について、お聞かせください。 

 続いて１７番目です。１４０ページ、消

防本部車両・資機材整備事業です。 

 これは令和６年度に予防査察車を購入

されています。この予防査察車の内容につ

いてお教えください。 

 それから１８番目、１４０ページ、消防

活動事業です。 

 これも進捗管理の中に、酸素欠乏硫化水

素危険作業支援者技能講習を受けたと記

載があります。その後に空気呼吸器用高圧

空気容器７本を購入したということです

けれども、大体１本当たりの単価と活動時

間を教えてください。 

 それから１９番目、最後になります。１

４２ページ、救急活動事業です。 

 救急出動の件数です。令和３年度は４，

８５４件、令和４年度が５，８７１件、令

和５年度が６，１７０件、令和６年度は６，

１０６件で上昇傾向にあるわけですけれ

ども、まずはここの分析についてお聞かせ

ください。 

 １回目は以上です。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります２点

の御質問にお答えいたします。 

 まず一つ目、労働安全衛生事業です。病

休者の状況における見解と分析でござい

ます。行政経営戦略のＫＰＩにおける精神

及び行動の障害による３０日以上の病休

取得者の割合数字が全国平均より高い現

状につきましては、職場環境に何らかの課

題が潜んでいる可能性について、示唆して

いるとは思います。 

 この背景についての見解といたしまし

ては、最も多い病気休暇、病気休職の理由

は、職場の人間関係でございます。 

 人間関係の基本はコミュニケーション

であり、常日頃からコミュニケーションを

通じてお互いに情報のやり取りをしてお

ります。このやり取りのどこかでつまずく

と人間関係がこじれることになります。 

 職場での人間関係の構築の鍵は、当然な

がら所属長となります。さらに人によって

キャパシティーの違いが大きくあり、だか

らこそ職位といったものもあるかと思い

ますが、職員に過度の負担がかかっている

場合もあるかもしれません。これは職員の

能力的なものなのか、所属長の指導なのか、

双方の意識なのかなど、複数の要因が絡み

合った結果とも考えられます。 

 その分析ですが、年齢、性別、職種、職

員などによる病休傾向に違いはございま

せん。時期につきましては、年度末前に復

職する職員が多い傾向がございます。 

 また、昨年度実施いたしましたストレス

チェックの結果から、市全体の組織診断の

結果は全国平均以下でありますものの、高

ストレスと診断された職場はございます。

その内容は仕事の量あるいはコントロー

ルとなっており、業務量が多い、自分のペ

ースで仕事ができないといったものにな
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ります。 

 こうした課の所属長に対しまして、産業

医との連携によるヒアリングを実施した

り、職場環境の改善を依頼したりしており

ます。あと人員体制につきましては、人件

費査定のヒアリングを実施して適正な職

員配置に努めております。 

 こういった取組を通じて職場環境の改

善と働きやすさの向上を目指していると

ころでございます。 

 あと休職者の対応につきましては、令和

６年度から職場復帰支援制度を所属長が

中心となって進めてもらっております。こ

の制度は所属長、人事課が連携することは

もちろんのこと、主治医、産業医の指示を

仰ぎながら職場復帰を目指す制度でござ

います。 

 この制度は療養開始期、療養専念期、職

場復帰準備期、職場復帰検討期を設けて、

その状況によってフェーズが変わる仕組

みとしておりまして、これにより特に休職

した本人、労務管理の責任者としての所属

長、ここの連携が密となって職場での受入

れが円滑になると考えております。 

 令和６年度の数字が多少なりとも改善

したのは、この効果もあったのかと思って

おります。 

 質問番号２番、階層別能力開発事業でご

ざいます。 

 この事業は主に庁舎に外部講師をお招

きして研修を実施しているものとなりま

す。 

 藤浦委員への答弁と重なりますけれど

も、摂津市職員育成・行動基本計画にあり

ます標準職務遂行能力における職位ごと

に求められる能力に応じた研修を実施し

ております。具体的な研修で申し上げます

と、管理職には人事評価研修、課長代理級

や主幹、係長級には働きやすい職場研修や

労務管理研修、副主査以下の職員には、例

えば地方公務員法研修だったり地方自治

法研修などを実施しております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 ６番目を除く

５番目から１０番目の質問にお答えいた

します。 

 まず核兵器禁止条約の早期締結を求め

る署名数です。こちらは平成２４年１月に

開催された第１回平和首長会議において、

核兵器禁止条約の交渉開始を求める市民

署名活動について、加盟都市を挙げて展開

すること、また核兵器禁止条約の早期実現

に向けた取組の推進について、日本政府に

要請することが承認されたことから、本市

も加盟都市であり、平成２４年より署名活

動を実施しております。 

 特に７月、８月の平和月間を中心に各施

設への配架を行うほか、世界人権宣言摂津

連絡会議の加盟団体や平和イベント参加

者に協力を依頼し回収しておるところで

す。加盟団体から提出いただく数やイベン

トの参加者数などが毎年異なることから、

年度により署名数の変動が生じておりま

す。 

 署名には住所等の記載が必要であり、個

人情報保護の観点から抵抗を感じる方も

おられるかと思いますが、本市ではオンラ

インによる署名の促進も踏まえ、市独自の

入力フォームを設けまして、オンライン署

名の呼びかけを進めているところでござ

います。 

 次に７番目、男女共同参画に関するＫＰ

Ｉの件についてでございます。男らしさ、

女らしさといった男女の役割の在り方に

関する固定的な思い込みや偏見をジェン
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ダーバイアスと言いますが、このような先

入観により日常生活の中で無意識のうち

に性別を理由に不当な評価を受ける場合

があります。 

 ジェンダーバイアスによって、男女の違

いに関係なく個人に備わっている能力や

個性が制限されたり、雇用や賃金格差が生

じたりといった問題を引き起こす可能性

がございます。 

 この調査ですが、性別による利益または

不利益について具体的な要因を問うてお

りませんので、詳細について確認すること

はできませんが、いずれにしましてもこう

いったジェンダーバイアスの働きが調査

結果に表れているものと認識しておりま

す。 

 次に８番目、モニタリングに関してです。 

 近年、ＳＮＳの普及に伴い、匿名性を悪

用した誹謗中傷やプライバシーの侵害な

どの問題が深刻化しております。このよう

な状況の中、インターネット上の掲示板等

への差別的な書き込みや情報について監

視を行い、悪質な書き込みを発見した場合

には法務局、プロバイダー等に削除依頼を

行うなど、インターネット上の差別的な書

き込みの抑止や削減につなげることを目

的としまして、令和６年４月からインター

ネット差別書き込みモニタリング事業を

開始いたしました。 

 このモニタリングにつきましては、部落

差別等の同和問題や在留外国人等に対す

る悪質・差別的な書き込みを対象に、人権

啓発推進顧問または人権女性政策課職員

が月に１回、パソコンの検索機能を活用し、

匿名掲示板系サイトを閲覧し、差別的発言

の有無を確認しております。 

 ＳＮＳプラットフォームへの調査はア

カウント登録が必要であったり検索性が

低いなどの技術的な制約が多いため、対象

とできるサイトが限定的になっておりま

す。 

 また他市の状況といたしましては、現在

は府下で２６市町村が実施しており、実施

体制や手法、対象とするサイトは市町村に

より様々な状況でございます。 

 続きまして９番目、生活応援シートの配

布に関してでございます。 

 ＤＶを受けていると本人が窓口で申し

出た場合のみ、お渡しすることとしており

まして、ウィズせっつ女性のための相談室

で相談できる旨を御案内するとともに、支

援内容と窓口を記載したシートをお渡し

し、御本人が希望する支援を取り扱う窓口

に提示していただく仕組みとなっており

ます。 

 あらかじめ御本人の情報を記載いただ

ければ、御本人の心理的負担を軽減しスム

ーズに対応できるようになります。もちろ

ん窓口担当者はこのシートを慎重に取り

扱うことを取り決めております。 

 なお、ＤＶが疑われるけれども本人が申

し出ない場合は、可能な範囲でウィズせっ

つ女性のための相談室のチラシやカード

をお渡しすることとしております。 

 また、このシートの取扱いについては、

新規採用職員の人権研修において「女性の

人権」というテーマを取り扱っており、そ

ちらでも対応について周知を行っており

ます。 

 続いて１０番目、人権なんでも相談と人

権擁護相談についてでございます。 

 まず、人権なんでも相談は人権協会に委

託しまして、年末年始を除く平日の午前１

０時から午後４時まで相談を受け付けて

おります。 

 相談件数の減少につきましては、相談内



- 14 - 

 

容により継続される方、傾聴を希望される

方など様々なケースがございます。年度に

より延べ人数に変動はございますが、引き

続き相談者の状況に合わせた対応に努め

てまいります。 

 また、人権擁護相談につきましては、人

権擁護委員法に基づき市から推薦のもと、

法務大臣から委嘱された民間ボランティ

アである人権擁護委員が対応するもので

ございます。 

 人権擁護委員の相談業務においては、ま

ず法務局における相談業務をはじめＬＩ

ＮＥによる相談、市役所における月１回の

人権擁護相談及び相談強化週間の特設人

権相談を担っております。 

 委員が御質問の相談は、市役所で行う月

１回の人権擁護相談及び特設人権相談に

なりますが、利用者がないとの御指摘でご

ざいました。 

 人権擁護委員による相談については、電

話によるみんなの人権１１０番や法務局

での面接相談などを御利用いただいてい

ることも想定できますが、まずは人権擁護

委員の存在や活動について、さらに周知を

強化してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 古賀副理事。 

○古賀市長公室副理事 １１番目の連携

協定の増減した内容についてお答えいた

します。 

 令和６年度の連携協定におきましては、

新規が５件、また解消した協定が１０件ご

ざいましたので、その増減の差引きにより

５件の減となっております。 

 まず、減少した主な理由でありますけれ

ども、自治振興課におきまして兵庫県の浜

坂観光協会ですとか、また三重県志摩市の

観光協会など、八つの観光協会とこれまで

長年、市外宿泊施設利用補助を実施してお

りました。 

 ただ、一定の役割を終えたということで、

令和６年度末をもって事業を廃止したこ

とに伴いまして、連携協定の解消に至った

ものでございます。 

 なお、先日に行われました農業祭におき

ましては、志摩市の観光協会ですとか、ま

た鳥取県智頭町の観光協会なども引き続

き出展の御協力などをいただいておりま

す。また災害時に関しましては志摩市です

とか京都府京丹後市は協会ではありませ

んが、災害時における相互協定については

引き続き締結をしております。 

 一方で、令和６年度は新たな協定の締結

をしております。まず防災危機管理課の所

管では、水害時に係る緊急時避難場所の協

定ですとか、また大規模災害時における石

油類燃料の供給に関する協定、あと災害時

の応急対策業務に関する協定、産業振興課

の所管では、キッチンカー等による炊き出

しに関する協定も締結しております。 

 また、教育委員会におきましても、日本

郵便と摂津警察署と子供の見守りに係る

連携協力に関する協定を締結しておりま

す。 

 続きまして、質問番号１２番のパブリッ

クコメントの目的と意義でございます。パ

ブリックコメントにつきましては、市の基

本的な施策に関する計画等の策定や、また、

これらの重要な改定であったり、あと市の

市政に関する基本方針を定める条例など、

市の政策形成の過程における透明性、また、

公平性の向上を図るとともに、市民等の市

政への参加を促進しまして、市民ニーズを

反映した行政実務を実践することとして

おります。 

 意義としましては、行政職員だけでなく
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て、市民感覚、市民の考え、意見を反映で

きるといった点となります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号１３番、ＪＲ千里

丘駅前ロータリーの市案内板に係るデジ

タルサイネージへの付け替えの検討内容

についてお答えいたします。 

 現在、ＪＲ千里丘駅前ロータリーに設置

されております市の案内板は、ＪＲ千里丘

駅東口改良工事の実施に伴い撤去されま

す。 

 そのため、改良工事完了後に、今ござい

ます案内板を再設置するのではなく、デジ

タルサイネージなどのより効果的な新し

い案内の方法について、工事を所管します

道路管理課や広告代理店と実地調査を含

む協議を行っております。 

 引き続き、景観や市民の目にとまりやす

い設置場所について関係者と協議を重ね、

設置の可否や最適な設置場所について検

討を行ってまいります。 

 なお、財政負担を軽減する仕組みとしま

して、設置業者が広告主を募集し、広告収

入を得る仕組みを採用することで、市の歳

出を抑えることも検討しております。 

 質問番号１４番、市ホームページに係る

レイアウトの見直しについてお答えいた

します。 

 市ホームページは平成３０年に現在の

レイアウトへフルリニューアルを行った

後、特に変更を加えることなく運用してま

いりました。しかし、その結果として、一

部に古さを感じさせる箇所が見受けられ

るようになりまして、レイアウトの見直し

が必要と判断いたしました。 

 令和６年度にはフルリニューアルにか

かる費用や他市事例の調査を行いました

が、大きく印象を変えるフルリニューアル

は、少なくとも数百万円規模の予算が必要

になることが判明いたしました。 

 このことから、令和７年度中に保守運用

管理業務を委託する業者の保守工事時間

を活用しまして、ホームページのトップペ

ージのデザイン変更やカテゴリーとペー

ジの２階層表示などの小規模なリニュー

アルを行い、市民の皆様にとって親しみや

すいホームページを目指してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 １５番目の御質問、

女性防火クラブの令和６年度の取組につ

きましてお答えいたします。 

 摂津市女性防火クラブ連絡会は新八防

自治会女性防火クラブ、別府女性防火クラ

ブ、三宅地区女性防火クラブの３クラブで

構成されております。 

 地域にお住まいの女性ならではの視点

から、各々の地域における防火・防災意識

の向上を目的といたしまして、様々な活動

に取り組んでおられます。 

 火災予防運動に伴います街頭防火宣伝、

摂津まつり、歳末警戒、消防出初め式、こ

ども消防フェアなどの行事に積極的に御

参加いただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大坪課長。 

○大坪予防課長 質問番号１６番目の御

質問に御答弁申し上げます。 

 まず、特定防火対象物とは、不特定多数

の人が出入りする消防用設備等の設置が

義務づけされる建物のことであり、病院、

福祉施設、物品販売店などが特定防火対象

物でございます。 

 御指摘のとおり、令和６年度は、この特
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定防火対象物について、重点的に１９９件

立入検査を実施し、１２３件に対して指摘

事項があったため、関係者へ指示書を文書

にて送付し、改善を行うよう指導した結果、

５４件が改善されました。 

 お問いのありました、改善されていない

６９件の要因としましては、近年の物価高

騰の影響による関係者の設備改修費用問

題や、防火管理者の変更等に伴い年２回の

消防訓練未実施が主な要因と分析してお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 角田課長。 

○角田警備企画課長 １７番目の御質問

にお答えいたします。 

 御質問いただきました予防査察車につ

きましては、火災救急事案等々の緊急事案

に即時出動する車両ではございません。主

に毎日勤務の予防課員が市内の事業所や

危険物施設等に立入検査であったり、消防

用設備等の設置確認検査などに使用する

車両でございます。 

 ただし、有事の際には、非番、週休等で

招集された人員が現場に急行するときで

あったり、危険物施設等での災害発生時に

は、専門知識を有します予防課危険物保安

係の職員が出動することもございますた

めに、緊急自動車として登録している車両

でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小西課長。 

○小西警防第二課長 １８番目の御質問、

空気呼吸器用ボンベの１本当たりの単価

と活動時間についてお答えいたします。 

 空気呼吸器用ボンベの購入につきまし

ては、高圧ガス保安法に基づきまして、ボ

ンベ自体の使用期限がございますので、更

新計画を策定しております。 

 令和６年度に購入しました７本の内訳

でございますが、いずれもカーボンファイ

バー製の使用圧力が２９．４メガパスカル

で、小型軽量で活動時の職員の負担軽減に

なる５リットルボンベ５本と、ＮＢＣ災害

で防護服を着用する場合など、ある程度長

く活用する際に使用する７リットルボン

ベ２本を購入しております。 

 １本当たりの単価でございますが、５リ

ットルボンベの税込単価が１６万５，２２

０円、７リットルボンベの税込単価が２１

万４，７２０円でございます。 

 １本当たりの活動時間でございますが、

重作業をした場合で計算いたしますと、５

リットルボンベで約１５分、７リットルボ

ンベで約２０分でございます。 

 しかし、隊員の個人差はもちろんでござ

いますが、活動内容や身体的ストレスの状

況によりまして、実際には、その都度異な

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 １９番目の御質

問、救急出動件数が上昇傾向にあり、その

分析についての御質問にお答えします。 

 本市の救急出動件数につきましては、コ

ロナ禍の令和２年度と令和３年度に一旦

低下いたしましたが、令和４年度には約１，

０００件の増加、その後、令和５年度には

６，０００件を上回りました。 

 要因といたしまして、令和４年度は、新

型コロナウイルスに関する救急事案が多

く、大きな要因となっております。 

 令和５年度は、５月８日に新型コロナウ

イルスが第５類感染症に移行されたこと

で、行動抑制が緩和されました。また、新

型コロナウイルスに関する国民の知識や

理解が増えたことで、急激な外出の増加と
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ともに、屋外での新型コロナウイルス感染

や事故などの影響により、救急出動件数の

増加につながったと分析しております。 

 また、令和５年度以降につきましては、

インフルエンザウイルスの再流行も考え

られますけれども、高齢者の屋内外での転

倒事故、発熱や全身倦怠感で動けない状況

での救急出動増加など、高齢者の救急事案

が年々増加しておりまして、大きな要因に

なっていると考えられます。 

 今後も救急事案が複雑多様化する中、高

齢化社会に伴いまして、救急活動時間や救

急出動件数が増加する傾向であると分析

しております。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 最初の労働安全衛生事業です。御答弁の

中で、少し気になったところですけども、

全国平均より多いということは、何か問題

が潜んでいることになりますとのことで

した。その何かを探さないことには、解消

しないのではないかと思っていまして、結

局、この傾向がずっと続いています。この

傾向が続くということは何か風土的な問

題が発生していると思います。 

 というのも、職場におけるハラスメント

防止指針や、摂津市コンプライアンス基本

方針、公益通報であったり、いろんな施策

を打っているにもかかわらず、この状況で

高止まりしてることは風土的な何かがあ

ると思われます。 

 先ほど副市長から、ミスを恐れずチャレ

ンジしていってほしいと御答弁がありま

した。ただ、人事異動チャレンジ制度につ

いては、実績がゼロ件であったとの結果を

見ると、ミスを許さない風土が、どこかに

できていないのかと思ってしまいます。 

 前の副市長のときにも大分言わせてい

ただきましたけども、人間なんでミスはす

るんです。ミスをすることを前提で組むの

が仕組み、システムなんで、人間がミスす

ることを前提にしないと駄目です。 

 いくら人の目でダブルチェックしよう

と思っても、ミスするときはしますから、

したときに、フォローアップができている

かどうかで全然変わると思います。 

 ミスしやがったな、このやろうみたいな

感じになったら萎縮するに決まっていま

す。しっかり風土的にミスは起こることを

前提にして、フォローする。起こった後も

フォローアップをする。 

 先ほど藤浦委員の質問の中でもありま

したが、要はミスをしたことが問題という

よりも、した後の処理が問題になっている

のではないかです。 

 虚偽の報告があったりとか、そういった

ところに隠蔽体質という指摘が第三者委

員会からされたわけなので、極端にミスを

恐れる風土になっていると、そういったこ

とが起こりやすくなってくると僕は思っ

ています。 

 それが職場の人間関係にも響いてくる

と思います。 

 上司がミスを許さない。ミスしたらすご

く怒られる。萎縮する。チャレンジできな

いことになってきます。これについては、

潜んでいる何かというものの背景を１回

ちゃんと探ったほうがいいと思います。 

 民間経験が長かったので、僕が思うとこ

ろですけども、ここを探らないと、この問

題は解決しないです。これについては、引

き続き質問していきますから、よろしくお

願いいたします。要望にしておきます。 

 ２番目です。令和６年度の取組について

御紹介いただきました。ちょこちょこ出て

くる言葉ですけど、働きやすい職場という
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言葉が出てきます。 

 働きやすい職場、一体何を指しているの

かです。 

 まず、働きやすい職場の定義について、

２回目にお伺いします。 

 質問番号５番、平和施策のところで、署

名を６６０筆いただいて、オンラインの促

進なども取り組んでいただいているとの

ことで、非常にありがたいと思っています。 

 引き続きやっていただきたいのですが、

令和６年度でいうと、平和施策の事業とし

て、市民文化ホールで中村哲氏のドキュメ

ンタリーを流していただきました。私はす

ごく感銘を受けました。あのときは、参加

されている人がすごく多かったと思いま

す。 

 今年、上映のあった「５２ヘルツのクジ

ラたち」というのも、僕としてはめちゃく

ちゃ内容がよかったので、どんどん広めて

ほしいと思いました。上映会を市民文化ホ

ールでやっていただいてもいいぐらいで

はないかと思っていますので、また、ぜひ

よろしくお願いします。これは要望にして

おきます。 

 ７番目、男女共同参画のところです。性

別により不利益を感じたというところで

す。これが令和２年度に人権意識に関して

アンケートを取っていまして、そのときに、

男の子は男の子らしく、女の子は女の子ら

しく育てるのがよいと思うかに対して、４

０％位の方が肯定的な答えを出して、ちょ

っと衝撃を受けました。 

 それ以来アンケートを取られていませ

んが、もう５年がたちますので、今後の動

きで、次のアンケートの時期について、お

考えがあればお聞かせください。 

 そして、８番目です。人権啓発のところ

ですけども、モニタリングの内容を匿名掲

示板でとのことでした。僕はⅩでめちゃく

ちゃ罵詈雑言を浴びせられています。 

 いろんなことを言われていますけど、モ

ニタリングの内容も、聞き取り方というか、

見る場所によっても全然違うと思います。

匿名掲示板について、今はあまり主流では

ないと思っています。 

 そこについては、どっちかというとＳＮ

Ｓ上のほうが怖いのではないかと、私は思

っています。 

 また、これもいろいろあると聞いていま

すので、そこはいろいろと研究しながら、

進めていただけたらと思っています。よろ

しくお願いします。 

 ９番目、女性問題相談事業です。ＤＶの

申出があったときのみ渡すとのことでし

た。 

 男性にも適用されるのかどうかについ

て、２回目にお伺いします。 

 １０番目、人権なんでも相談です。これ

は大体事情も分かりました。ただ、気軽に

相談できるところをつくっていただきた

いので、また引き続きやっていただくよう

に要望して終わります。 

 １１番目、政策推進課、協定の部分です。

御答弁の中で、子供の見守りについて摂津

警察と日本郵便との連携協定があったと

思います。 

 独居老人の見守りというのもできるの

ではないかと僕は思いますが、これは考え

方として、どうですか。今のところの考え

方をお聞かせください。 

 １２番目、パブコメについてです。目的

と意義について聞かせていただいたのは

何でかと言うと、広く意見を聴取するとこ

ろが目的になっているにもかかわらず、実

は７０人から１９６件となっています。 

 ということは、これは１人当たり２．８
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件ぐらい出しているという話になります。 

 特定の人が同じパブコメを出している

可能性があり、広く意見を聴取するという

目的が果たせていないのではないかと思

っています。 

 後にも関わってくるのですが、ホームペ

ージのレイアウトの部分です。 

 パブリックコメントを聴取するときに、

非常にやりづらいです。 

 捜し物がしたいときに、捜し物が出てこ

ないのでは困ります。ホームページについ

て、２階層にしていただくということもあ

ると思うのですが、その後、パブリックコ

メントの更新内容が、新着にずらっと出て

きて、流れてしまうと見えなくなってしま

います。その辺については、しっかり研究

していただいて、親しみやすいレイアウト

にしていただきますよう、よろしくお願い

します。 

 １２番目と１４番目、要望にさせていた

だきたいと思います。 

 ホームページのレイアウトについては、

抜本的に見直すと、どうしてもお金がかか

ると思いますが、階層について、できるだ

け深くならないようにしてほしいです。 

 できれば、ＰＤＦならＰＤＦでフォーマ

ットを統一してほしいと思っています。ま

た、行政文書とかで名前が「０１．ＰＤＦ」

となっているものがあり、何のデータなの

か分かりません。そういうのではなくて、

ちゃんと内容を表すファイル名を公開し

てください。よろしくお願いします。 

 １３番目に戻りますが、デジタルサイネ

ージの検討をされているとのことです。 

現在の広報板は、バスの屋根に隠れて見

えないです。デジタルサイネージ自体は、

イニシャルコストも結構かかりますし、ラ

ンニングコストもかかるので、人が通って、

人の目につくところで、安価につくろうと

思ったら、どうなるんだということを考え

たほうがいいと思います。 

 そうなると、僕は千里丘駅東口と西口、

両方に階段がありますが、階段の横、正面

の白い壁にプロジェクターで投影するの

が一番手っ取り早いのではないかと思っ

ています。 

 結構プロジェクターでやっているとこ

ろがありまして、近隣ですと箕面萱野駅の

中でプロジェクターを使用されている箇

所がありますし、最近プロジェクターも性

能がすごいよくなっているので、見直され

ています。 

 これがイニシャルコストもランニング

コストも安いということで、結構プロジェ

クターの使い勝手はいいと思っています

ので、ぜひこれは、御検討いただきたいと

いうことで、要望しておきます。 

 続いて消防本部に移ります。女性防火ク

ラブ支援事業、３クラブでいろんな取組を

やっていただいているとのことです。進捗

管理で、防災部署、人権部署との連携、女

性参画の視点を取り入れた取組をやると

聞いております。防災危機管理課とか、人

権女性政策課との連携の取組があるのか

どうか、その視点からお聞かせ願います。 

 予防活動推進事業です。これについては、

２４時間、３６５日営業のコンビニなどは

どうしているのか、不安に思いました。 

 消火訓練をやっているのを見たことが

ないと思います。それについては、本部、

フランチャイズとかもあるとは思うので、

しっかり指導していただきたいと思って

います。ちゃんとやるべきことをやってい

かないと、災害というか、人災になってし

まいます。これも要望にしておきますけど、

また今度お聞きします。 
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 消防本部車両・資機材整備事業です。予

防査察車の内容についてお聞かせいただ

きました。あまりにも見慣れなかったので、

今回聞かせていただいたのですが、２４年

ぶりの更新だということで、まずびっくり

しました。 

 長い間、乗っていたと思いますが、本来

の計画では２０年で更新と言われており

ました。 

 ２０年更新のところ、２４年乗っていた

だいたところもありますので、ここは計画

的に運用していただくようにお願いして

要望といたします。 

 １８番目、消防活動事業です。 

 空気呼吸器用ボンベの内容についてお

聞かせいただきました。気になっているの

が、今年、大阪市内で起こった消防士２名

が殉職された事故です。 

 これが、気になっております。先日、宮

城県仙台市で、隊員同士が身を守る訓練を

やったとお聞きしています。 

 こういったことに関して、現状のお考え

を２回目にお聞かせください。 

 最後、救急活動事業です。 

 年々上昇傾向にあるわけですけども、四、

五年前ですが、摂津市内で救急活動に要す

る時間に地域差があるかを調べていただ

いたのを、記憶しています。確かそのとき

の答弁で、地域によって救急活動に時間差

があるとの答弁をいただいたと思ってい

ます。 

 現在、５台あるけども、４台で回してお

ります。６，１０６件を４台でさばくのは、

実質的に大分しんどい気がしています。 

 ですので、本来でいったら、もう１台必

要ではなかろうか思います。 

 この１年で３回救急車を呼んでいます。

１回目は千里丘交差点で自動車と自転車

が衝突した事故の現場に居合わせて呼び

ました。 

 ２回目が夏の暑いときに、千里丘駅前で

意識混濁で倒れている方がいて、救急車を

呼びました。 

 ３回目が高齢者とほかの人が接触され

て、高齢者の方が転倒されて骨折された。

動けなくなったので救急車を呼びました。 

 これだけ呼んでしまうと、来ていただく

ときに非常にありがたいと思います。時間

について地域差が出てくるということで、

特に鳥飼地域においては、消防本部から救

急車が出ることになっています。今後の計

画運用、特に高齢化が進んでいる地域につ

いては、計画が必要ではないかと思います

ので、また今後も、この計画がどう推移し

ていくのか見ていきたいと思っています。

これは要望にしておきます。 

 ２回目、以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号２番、働きやす

い職場の定義についてでございます。働き

やすい職場の定義は、人それぞれ違うとは

思いますが、最も重要なのは安全で安心で

きる職場環境であり、心理的安全性が確保

されていることであると考えています。 

 具体的に申し上げますと、職員が自由に

意見を述べたり、先ほどから、出ておりま

す失敗を恐れずに挑戦したりすることが

できる環境には、良好な人間関係が必須で

あります。同僚や上司との円滑なコミュニ

ケーションがあり、チーム内での信頼関係

が築かれ、お互いに尊重し合って協力でき

る職場環境が理想であります。 

 ほかに個人の成長を促す環境であった

り、スキルアップの機会が提供されて、自

らの成長を実感できる環境であったり、人
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によっては、例えば、有休が取得しやすい

環境等々もあろうかと思います。 

 どの環境が重要かは個々の価値観やラ

イフステージによって異なります。働きや

すい職場づくり研修では、こういった多様

的な観点を踏まえて、職員が仕事に没頭し

て、充実感を持って働ける、いわゆるワー

クエンゲージメントを促進する内容を中

心に据えております。 

 さらに、職員が自分自身の思考の癖です

とか、行動傾向を理解することで成長を促

すものとして実施しております。 

 もちろん安全衛生の確保や労働環境の

改善など、働きやすい職場をつくる責任は

所属長にございます。 

 信頼関係の醸成や、円滑なコミュニケー

ションを育むには、所属長が日常業務を通

じて職員への丁寧なフィードバックを欠

かさず行うことが重要であります。 

 研修等を通じまして、働きやすい職場の

実現を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 先ほどの藤浦委員の御質

問と少し関連がございますが、私の答弁で

誤解を与えている部分があるかもしれま

せん。メンタルのところの御質問がありま

したので、先ほど、職員に求めていること

を答弁いたしました。無理してではなくて、

工夫を凝らすと、またチームで工夫をして、

１０の時間を９.５にする。そこで０．５

分の時間ができると、それを持って、新し

い仕事にチャレンジしていただくという

意味で、少しお仕事量を増やしていただき

たいということの御答弁をいたしました。

少し誤解を与えるような答弁であったか

と自分自身で思いましたので、改めて御説

明させていただきました。 

 それと、私自身が感じますのは、一人一

人何かのギャップがあったときに、メンタ

ルのところで不安を感じるところがあろ

うかと思います。 

 そのギャップは何かを、ふだんのコミュ

ニケーションで職員同士、上下の関係、横

の関係で改善を図っていくことが一つ大

きな取組であろうと思います。 

 いろいろと上席が指導するときに、私か

ら上席の立場の方にお願いしております

のは、お仕事で、ここの部分が少し足りな

いとか、できていないというのを具体的に

お伝えし、積み上げることです。 

 その中で２０個の積み上げがあった場

合に、１８個はできていますけども、２個

については少し達成ができていませんと

いうことを面談や、ふだんの職場の中でア

プローチしていただきたいとお願いをし

ております。そうすることで、メンタル的

に少し不安になるときに、本人はできたと

いう達成感が多分あろうかと思います。 

 上席が、少しできていないことを説明す

るときに、コミュニケーションをうまく取

らないと、ギャップが生じます。それがメ

ンタル的に不安になる一つの要因であろ

うと、私自身は経験の中で思っております。

そのギャップをなくしていくことで、風通

しもよくなりますし、業務の効率化を図れ

ますし、組織としてしっかりしていくこと

になります。私自身もふだんから、監督す

る立場の職員に説明をしていきたいとい

うことです。よろしくお願いします。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 ７番目と９番

目の御質問についてお答えいたします。 

 まず７番目の御質問につきましては、摂

津市男女共同参画計画策定の基礎資料と

する男女共同参画に関する市民意識調査
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における項目の一つでございまして、計画

の見直しを行う年度に調査を実施するこ

ととしております。 

 第４期摂津市男女共同参画計画期間は

令和４年度から令和１３年度までの１０

年間の計画となっております。中間年の５

年目で社会状況の変化に伴って見直しを

図ることとしております。次回の市民意識

調査につきましては、令和８年度に実施を

予定しております。 

 ９番目の生活応援シートについて、男女

問わず配布することは可能です。ただ、相

談につきまして、ウィズせっつの相談窓口

は、女性専用となっております。男性の相

談をお受けすることができませんので、そ

の際には人権女性政策課で対応させてい

ただくことになります。 

 以上でございます 

○安藤薫委員長 古賀副理事。 

○古賀市長公室副理事 １１番目の連携

協定に基づいて、独居老人の見守りもでき

ないかとのことです。もちろん摂津警察の

地域のパトロールは言うまでもありませ

んが、実は令和４年度に本市と日本郵便と

で包括連携協定を締結しておりまして、そ

の具体的な取組の一つに集配、また、窓口

業務に係る高齢者の異変発見時の通報に

関して協定締結いたしております。 

 ただ、これはあくまでも日本郵便の通常

の業務の範囲内での御協力になりますの

で、委員が御指摘の独居老人に限定した見

守りというところまでは、なかなか難しい

かと考えております。 

 それと先ほど質問番号１２番パブコメ

に関して、要望ではありましたが、ホーム

ページでレイアウトが見やすくならない

かとの件でございます。実は令和５年度か

ら、市のホームページのトップページのと

ころに、バナーを設けまして、パブリック

コメントのページに飛ぶような工夫をし

ており、改善を図っております。 

 それとまた、令和７年度からは、パブリ

ックコメントの実施につきまして、新たに

市公式ＬＩＮＥによりお知らせしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 １５番目、男女共同

参画の視点から、防災と人権の連携がある

かとの御質問にお答えいたします。 

 防災危機管理課や人権女性政策課との

直接的な連携はございませんが、大阪府で

組織されております上部組織の大阪府女

性防火クラブ連絡協議会に摂津市女性防

火クラブ連絡会も所属しております。 

 府下では、各地区で全１６団体から構成

されております。 

 大阪府の指導の下、男女共同参画の視点

も踏まえた取組をされており、防火防災に

関しては様々な情報提供がございます。 

 例えば、防炎物品の利用促進や住宅用火

災警報器の啓発活動につきましても、１０

年以上前から取り組んでおります。また、

大規模災害が発生した場合、特に女性目線

で被災された方の人権を尊重する事案に

対して、避難所等での御助言をいただける

ものと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小西課長。 

○小西警防第二課長 それでは１８番目、

２回目の御質問、隊員の身を守るために、

どのように考えているかについてお答え

いたします。 

 本市におきましても、日頃から様々な想

定で訓練を実施しております。特に大阪府

立消防学校の施設を使用し、実火災体験型
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訓練を毎年度実施しておりまして、実際の

火災に近い熱環境及び煙を発生させ、その

状況で空気呼吸器を使用した様々な訓練

を実施しております。 

 また、令和７年度におきましては、下水

道事業課の協力の下、実際のマンホール内

で酸素欠乏が原因の事故を想定した訓練

を実施いたしました。 

 これらの訓練を実施することで実際の

災害に備えることはもちろんでございま

すが、隊長と隊員の連携の強化、隊員おの

おのの心技体を知ることにより、実際の火

災現場に際して、酸欠や熱中症にならない

活動ができることも目的としております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 ３回目は、全て要望にさせ

ていただきます。 

 まずは働きやすい職場について、これは

難しいところで、充実した職場とぬるい職

場は全く意味が違います。そこは、やるべ

きことはしっかりやる。 

 先ほど副市長からも説明がありました

けども、現状でリソースを割かなきゃいけ

ないところに集中すると、ほかの業務負担

全体を圧縮するようなことになると思い

ます。これが、いわゆるＤＸの肝です。 

 ＤＸの肝は、この標準化した作業を減ら

すことによって、集中できる環境をつくる

ことなので、ここは間違わず、しっかりや

っていただきたいと思っています。 

 これは要望で終わらせていただきます。 

 ７番目、男女共同参画のところで、アン

ケートについて、また取られるとのことで、

また見守るしかないと思っております。 

 これについては、僕自身は、令和２年度

の調査の結果がすごく違和感しかありま

せんでした。 

 また、追っていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 次、９番目です。男性でもＤＶ被害を受

ける方がおられます。そこにもしっかりと

手を差し伸べていただけるように、またお

願いしておきます。 

 毎年、男性の相談件数のことも聞いてい

たかと思いますが、よろしくお願いします。 

 要望で終わります。 

 政策推進課です。令和４年度に包括協定

を結んでいるとのことです。先日、うちの

近所で家族が住んでいたはずの家に、郵便

物がすごくたまっていて、実は、その家族

が突然どこかへ行ってしまったというこ

とがありました。 

 社会的孤立を防ぐという意味でも、その

郵便物を見ていただいたり、荷物が置きっ

放しになっていないかなど、確認する必要

があります。今、日本郵便もやっと置き配

の対応をしてくれるようになりました。 

 そういったことなどを含めて、何か不審

なことがあったらすぐ警察にということ

で、対応・協議をお願いしたいと思ってい

ます。これも要望で終わらせていただきま

す。 

 続きまして、消防本部です。女性防火ク

ラブについて、コロナ禍のときは執行額ゼ

ロで、本当にできていなかったことが、少

しずつ復活してきたことは、本当にありが

たいことだと思っています。 

 今後とも活躍されることをお願いして、

要望とさせていただきます。 

 最後、消防活動事業です。何が怖いかと

いうと、酸欠が一番怖いです。火災で亡く

なられる方は、やけどで亡くなられる方が

意外と少ないと思います。皆さん酸欠につ

いての認識があまりないと思います。本当

にものの数秒で意識を失ってしまいます。



- 24 - 

 

息を止めているとか、そんな話ではないの

で、これについては、啓発も含めて、しっ

かり隊員が身を守っていただきたい。 

 そしてチームで隊員同士を守るという

ことも必要です。英語で言ったら、消防隊

員は、ファイア・ファイターです。命がけ

の仕事ですから、しっかり皆さんで取り組

んでいただければと思います。 

 以上で、終わらせていただきます。 

○安藤薫委員長 ほかにございませんか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 提案と意見だけ述べさ

せていただきたいと思います。 

 人事課で、様々な議論が行われまして、

職場環境の改善等のお話もありました。私

ずっと、この総務建設常任委員会等々を通

して職員の方の提案制度の充実について、

毎回のように質問していました。 

 摂津市中期財政計画が、また示されると

思うのですが、これは５年、あるいは１０

年先を見据えた計画でありますけども、そ

の中では、業務改善という大きなことがあ

ると思います。 

 １年目の職員の方も、ベテランの職員の

方も一つの課で誰もが日頃行っている業

務の意見を言えるような職場環境の充実

が、すごく大事だと思います。 

 その中で、職員提案制度の充実をしっか

り図っていただいて、ホームページに上げ

ていただきたい。今こういうことをやって

いますと市民の方へ見える化を図り、どん

どん発信をしていただきながら、その中で

摂津市中期財政計画を進めていただきた

いと思います。 

 それが一つと、もう一つは新たな財源の

確保という観点があり、過去にはこの常任

委員会で提案させていただいております。

例えば、クラウドファンディング型のふる

さと納税についてです。そのような方法を

使ってのまちづくりが今後、重要だと思い

ます。 

 環境センターを解体して、防災公園をつ

くっていくというときに、そのプロジェク

トに共感していただく方に寄附を頂いて

進めていく。 

 また、安威川を越えると新幹線公園があ

りますから、新しくできる防災公園から橋

をつけて、子供連れの方が橋を渡って新幹

線公園へ行けるまちづくりをしようとか、

そのようなプロジェクト化をして共感を

いただいて寄附を頂く。例えばの話ですけ

れども、取り入れていくことは、非常に大

事なことやと思いましたので、提案と意見

とさせていただきたいと思います。 

 今後もどうかよろしくお願いします。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかによろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午前１１時５５分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 認定第５号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 いつもなかなか質問が

出ないのですが、この財産区という組織は、

変わった組織で、一つの行政です。 

 なぜ、このような組織が誕生したのかに

ついて、聞いておきたいと思います。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 財産区がなぜでき

たのか、その経緯だと思います。 
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 財産区につきましては、市町村合併の際、

合併前の旧町村が山林、墓地、ため池、原

野などの特定の財産や公民館などの公の

施設を保有している場合です。 

 本来は新しい市町村に継承されるべき

ものでございます。しかしながら、例外的

に旧町村に、その財産を残されたものでご

ざいまして、その区域を市町村の一部とし

て、特別地方公共団体の法人格を認めたも

のでございます。 

 町村合併を促進させるための例外的に

認められたものと認識しております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 今、御答弁いただいたこと

について、１点だけ聞きたいと思います。 

 特別地方公共団体ということで、法人格

を持ったものとして設定されております

けども、管理者はあくまで首長であったか

と思います。 

 ただ、気にしているのが、摂津市は今、

協働のまちづくりをしっかり進めようと

いうことで、摂津市協働のまちづくり推進

条例も制定しましたから、そこは、地区の

核になる駅、施設だったりするのかと考え

ています。 

 そこについて、自治会の加入率低下もあ

って、高齢化の波が押し寄せてきている部

分があると考えています。どうやったら協

働のまちづくりに皆さんが参画し、財産区

を認識していただけるようになるか、お考

えがあれば、聞かせていただきます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 お答えさせていた

だきます。財産区につきましては、先ほど

申し上げましたとおり特別地方公共団体

として財産を管理して処分すると、その事

務を資産活用課で行っている状況でござ

います。 

 先ほどの地域の担い手につきましては、

財産区住民で構成される役員会のことで、

自治会と重なっているところが多いとい

う印象でございます。 

 この地域の担い手の方、あくまで財産区

住民で組織されるところでございますの

で、現状、我々がどうこうというのが難し

い状況なのかと認識しております。 

 我々の責務としましては、まずは財産区

の財産を適切に管理して、また処分をする

ところであると考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後０時   休憩） 

（午後０時１分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は認定すべきものと決定しました。 

 認定第５号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午後０時２分 閉会） 
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